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一　

は
じ
め
に

　

中
国
に
お
い
て
は
、
現
金
選
択
権
は
上
場
会
社
の
買
収
に
関
す
る
新
し
い
制
度
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
「
第
一
百
貨
」
に
よ
る

「
華
聯
商
厦
」
に
対
す
る
株
式
を
対
価
と
す
る
吸
収
合
併
で
初
め
て
使
わ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
当
時
、
中
国
会
社
法
に
は
株
式

買
取
請
求
権
制
度
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
か
っ
た
が
、
中
小
株
主
に
退
出
機
会
を
与
え
る
た
め
に
、
当
局
か
ら
の
要
請
と
投
資
銀
行

の
協
力
の
下
で
現
金
選
択
権
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
①
中
小
株
主
に
退
出
機
会
を
与
え
る
、
②
買
収
の
円
滑
化
を
図

る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
反
対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
権
の
機
能
と
類
似
点
が
あ
る
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
五
年
改
正
会
社
法
は
、
反

対
株
主
の
株
式
買
取
請
求
権
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
を
設
け
た
。
そ
こ
で
、
現
金
選
択
権
制
度
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

制
度
の
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

二　

現
金
選
択
権
の
意
義

　

深
圳
証
券
取
引
所
や
上
海
証
券
取
引
所
の
「
現
金
選
択
権
業
務
手
引
」（
以
下
「
手
引
」
と
い
う
）
は
、
現
金
選
択
権
の
定
義
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
金
選
択
権
は
、
上
場
会
社
が
合
併
、
分
割
、
買
収
等
の
重
大
事
項
を
行
う
に
あ

た
っ
て
、
当
該
上
場
会
社
の
株
主
が
、
当
該
事
項
に
関
す
る
契
約
等
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
価
格
で
、
所
有
す
る
当
該
上
場
会
社
の

株
式
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
現
金
で
当
該
上
場
会
社
ま
た
は
第
三
者
に
売
却
す
る
権
利
で
あ
る
。

　

証
券
監
督
管
理
委
員
会
の
「
上
場
会
社
買
収
管
理
弁
法
」（
以
下
「
弁
法
」
と
い
う
）
は
、「
…
…
法
律
上
譲
渡
で
き
る
証
券
を
買

収
対
価
と
す
る
場
合
、
同
時
に
対
象
会
社
の
株
主
に
現
金
方
式
と
い
う
選
択
肢
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
二
七
条
）
と
規

定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
弁
法
は
、「
…
…
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
証
券
を
買
収
対
価
と
す
る
場
合
、
同
時
に
対
象
会
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社
の
株
主
に
現
金
方
式
と
い
う
選
択
肢
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三
六
条
四
項
）
と
定
め
て
い
る
。

　

弁
法
の
上
記
の
規
定
は
、「
公
開
買
付
」
の
章
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
現
金
選
択
権
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
、
公
開
買
付
の
み

を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
証
券
取
引
所
の
手
引
で
は
、
現
金
選
択
権
の
適
用
範
囲
が
弁
法
よ
り
広
い
。

　

公
開
買
付
の
対
価
は
買
収
者
が
対
象
会
社
の
株
主
に
支
払
う
も
の
で
あ
る
。
対
象
会
社
は
株
主
総
会
を
開
く
必
要
が
な
い
た
め
、

当
然
、
反
対
株
主
の
買
取
請
求
権
は
発
生
し
な
い
。
現
金
選
択
権
の
付
与
を
強
制
す
る
の
は
、
事
実
上
中
小
株
主
に
退
出
機
会
を
与

え
る
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
株
式
を
対
価
と
す
る
吸
収
合
併
事
例
で
は
、
存
続
会
社
と
消
滅
会
社
の
両
方
に
お
い
て
、
取
締
役
会
が
合
併
契
約
を

承
認
し
た
上
で
、
株
主
総
会
に
上
程
し
決
議
を
行
う
。
当
該
決
議
が
可
決
さ
れ
た
場
合
、
反
対
株
主
は
、
買
取
請
求
権
（
ま
た
は
現

金
選
択
権
）
を
行
使
し
な
い
限
り
、
株
式
を
対
価
と
す
る
吸
収
合
併
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
開
買
付
の

場
合
、
対
象
会
社
株
主
は
買
付
に
応
じ
る
か
ど
う
か
、
現
金
選
択
権
を
行
使
す
る
か
ど
う
か
を
選
択
で
き
る
一
方
、
買
取
請
求
権
を

有
し
て
い
な
い
。

三　

現
金
選
択
権
と
反
対
株
主
株
式
買
取
請
求
権
と
の
比
較

　
㈠
　
両
者
の
違
い

　

多
く
の
論
文
は
現
金
選
択
権
と
反
対
株
主
の
買
取
請
求
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
両
者
は
互
い
に
代
替
で
き
る
関
係

に
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
両
者
は
確
か
に
適
用
場
面
や
効
果
に
類
似
点
が
あ
る
が
、
法
的
性
質
や
位
置
付
け
な
ど
に
明
ら
か
な

相
違
点
も
あ
る
。

　

１
、
性
質
が
異
な
る
。
買
取
請
求
権
は
会
社
法
上
株
主
と
し
て
の
権
利
で
あ
る
。
現
金
選
択
権
は
株
主
に
退
出
機
会
を
与
え
る
た
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め
に
会
社
が
任
意
で
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

２
、
法
律
関
係
が
異
な
る
。
買
取
請
求
権
は
会
社
が
株
主
か
ら
株
式
を
買
い
戻
す
と
い
う
関
係
を
形
成
す
る
が
、
現
金
選
択
権
は

株
式
の
譲
渡
関
係
を
形
成
す
る
。

　

３
、
法
律
関
係
の
主
体
が
異
な
る
。
買
取
請
求
権
の
場
合
、
一
方
の
当
事
者
は
会
社
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
金
選
択
権
の

場
合
、
買
収
側
会
社
は
第
三
者
を
導
入
し
、
退
出
す
る
株
主
か
ら
株
式
を
購
入
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

４
、
価
格
が
異
な
る
。
現
金
選
択
権
の
価
格
は
合
併
契
約
の
内
容
と
し
て
取
締
役
会
が
決
定
す
る
事
項
で
あ
る
。
中
小
株
主
は
現

金
選
択
権
の
価
格
決
定
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
買
取
請
求
権
の
場
合
、
株
主
が
価
格
を
受
け
入
れ
ら
れ

な
け
れ
ば
、
訴
え
を
提
起
で
き
る
の
で
、
価
格
が
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

５
、
現
金
選
択
権
は
効
率
性
を
重
視
す
る
の
に
対
し
て
、
買
取
請
求
権
は
中
小
株
主
利
益
の
保
護
を
重
視
す
る
。

　

６
、
債
権
者
の
利
益
や
会
社
資
本
へ
の
影
響
が
異
な
る
。
買
取
請
求
権
の
場
合
、
買
い
戻
し
た
自
社
の
株
式
の
消
却
で
発
行
済
株

式
数
が
減
少
し
、
債
権
者
保
護
の
問
題
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
。
現
金
選
択
権
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
存
在
し
な
い
。

　
㈡
　
現
金
選
択
権
の
メ
リ
ッ
ト

　

現
金
選
択
権
は
、
反
対
株
主
の
買
取
請
求
権
と
の
相
違
点
も
見
ら
れ
る
が
、
違
う
制
度
と
し
て
採
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
、

立
法
上
反
対
株
主
の
買
取
請
求
権
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
や
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
現
金
選
択
権

を
採
用
す
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

１
、
現
金
選
択
権
は
、
買
収
交
渉
コ
ス
ト
の
削
減
と
訴
訟
リ
ス
ク
の
軽
減
に
つ
な
が
る
。

　

２
、
現
金
選
択
権
は
、
買
収
決
議
の
可
決
に
プ
ラ
ス
効
果
を
持
つ
。

　

３
、
多
く
の
現
金
選
択
権
の
事
例
は
異
議
申
し
立
て
の
制
度
を
採
用
し
な
い
。
こ
れ
は
手
続
上
、
法
理
上
有
意
義
で
あ
る
。
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４
、
現
金
選
択
権
条
項
は
弁
法
二
七
条
の
趣
旨
と
一
致
す
る
。

　

５
、
第
三
者
を
導
入
し
株
式
を
購
入
で
き
る
た
め
、
会
社
の
株
式
買
取
の
資
金
圧
力
を
軽
減
で
き
る
。

四　

現
金
選
択
権
の
問
題
点

　
㈠
　
現
金
選
択
権
の
価
格
決
定

　

現
金
選
択
権
の
価
格
決
定
は
多
様
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
以
下
は
主
な
価
格
決
定
の
方
法
で
あ
る
。

　

①
取
締
役
会
決
議
日
の
前
の
年
間
平
均
価
格
ま
た
は
最
高
値
を
現
金
選
択
権
の
価
格
と
す
る
（
一
定
の
プ
レ
ミ
ア
ム
を
つ
け
る
場
合

も
あ
る
）。

　

②
買
収
契
約
な
ど
の
締
結
日
の
前
日
の
終
値
を
現
金
選
択
権
の
価
格
と
す
る
。

　

③
取
締
役
会
決
議
日
の
前
の
二
〇
日
間
の
平
均
価
格
を
現
金
選
択
権
の
価
格
と
す
る
（
一
定
の
プ
レ
ミ
ア
ム
を
つ
け
る
場
合
も
あ

る
）。

　

こ
れ
ら
の
方
法
の
中
で
は
③
が
最
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
次
の
よ
う
な
弊
害
も
あ
る
。

　

第
一
に
、
参
考
期
間
が
短
い
た
め
、
経
営
者
は
自
由
に
取
締
役
会
決
議
の
公
告
日
を
決
め
て
、
思
う
と
お
り
に
価
格
を
設
定
で
き

る
。

　

第
二
に
、
取
締
役
会
決
議
公
告
前
の
平
均
価
格
に
は
吸
収
合
併
に
よ
る
相
乗
効
果
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

　

第
三
に
、
中
国
の
証
券
市
場
は
ま
だ
未
熟
で
あ
り
、
株
価
と
企
業
価
値
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
株
価
だ
け
を
基
準
と
す
る

と
、
退
出
す
る
中
小
株
主
に
合
理
的
な
対
価
を
交
付
で
き
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
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㈡
　
現
金
選
択
権
の
ジ
レ
ン
マ

　

１
、
現
金
選
択
権
は
投
機
的
に
使
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。現
金
選
択
権
の
価
格
は
通
常
決
定
後
変
動
し
な
い
た
め
、株
主
は
買
収
提

案
で
は
な
く
株
価
の
動
向
に
関
心
が
向
か
い
が
ち
で
あ
る
。株
価
が
上
昇
傾
向
に
あ
る
場
合
、株
主
は
現
金
選
択
権
を
行
使
し
な
い
が
、

株
価
が
下
落
傾
向
に
あ
る
場
合
、
現
金
選
択
権
の
行
使
価
格
と
株
価
と
の
間
に
価
格
差
が
生
じ
て
お
り
、
株
主
は
現
金
選
択
権
を
行

使
す
る
と
思
わ
れ
る
。現
金
選
択
権
を
す
べ
て
の
株
主
に
付
与
す
る
と
、株
価
が
下
落
す
る
場
合
、多
く
の
株
主
は
現
金
選
択
権
を
行

使
し
て
し
ま
う
。そ
う
な
る
と
、資
金
を
提
供
す
る
第
三
者
に
負
担
が
か
か
る
一
方
、
株
式
の
過
度
集
中
で
上
場
廃
止
の
恐
れ
も
あ
る
。

　

２
、
反
対
票
を
投
じ
る
こ
と
を
現
金
選
択
権
の
行
使
の
前
提
と
す
る
と
、
買
収
提
案
が
否
決
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
反
対

票
を
投
じ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
現
金
選
択
権
を
行
使
し
た
い
株
主
は
反
対
票
を
投
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
反
対
多
数

に
な
る
と
、
買
収
提
案
が
否
決
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

３
、
投
機
行
為
を
防
ぐ
た
め
に
現
金
選
択
権
の
価
格
を
株
価
よ
り
低
く
設
定
す
る
と
、
逆
に
株
価
の
下
落
を
招
き
か
ね
な
い
。
株

価
が
現
金
選
択
権
の
価
格
よ
り
低
く
な
る
と
、
投
機
行
為
を
行
う
余
地
が
生
じ
て
し
ま
う
。

五　

お
わ
り
に

　

現
金
選
択
権
は
中
小
株
主
や
反
対
株
主
の
利
益
を
ど
こ
ま
で
保
護
で
き
る
か
を
検
討
し
、
現
金
選
択
権
の
機
能
に
対
す
る
評
価
を

見
直
す
べ
き
で
あ
る
。
現
金
選
択
権
に
大
株
主
が
少
数
株
主
を
搾
取
す
る
こ
と
を
防
ぐ
機
能
を
期
待
す
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
る

と
考
え
る
。
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